
２．給与所得の金額の計算
⑴　収入金額

　 円 ＋ 円 ＋ 円 ＋ 円

　＋ 円 ＋ 円 ＝ 円

⑵　給与所得控除額

　 円 ＋（ 円 － 円 ）× ％

　＝ 円 　

⑶　特定支出控除額　 円 ＞（ 円 × ＝ 円 ）
　　　　　　　　　　∴ 円 － 円 ＝ 円

⑷　給与所得の金額

　 円 － 円 － 円 ＝ 円

６．退職所得

051 　次の文章の（　　）の中にあてはまる語又は数字を下から選んで記入しなさい（同じ数字を２

回以上用いることがある）。

１．退職所得とは，退職手当，（イ．　　　　　），その他の退職により（ロ．　　　）に支給される

（ハ．　　　）及びこれらの性質を有する給与をいう。

２．退職所得の金額は，次の算式によって計算する。

　　｛（ニ．　　　　　）－（ホ．　　　　　　　　　）｝×（ヘ．　　）＝退職所得の金額

なお退職手当等の支払を受ける者が，取締役等の役員で，勤続年数が（ト．　　　）年以下である

場合には，上記算式の（チ．　　　）はしない。

３．退職所得控除額（通常の場合）

⑴　勤続年数が（リ．　　　）年以下の場合　勤続年数１年当り40万円（最低（ヌ．　　　）万円）

⑵　勤続年数が（ル．　　　）年を超える場合

　　（ヲ．　　　　）万円＋（ワ．　　　）万円×（勤続年数－（カ．　　　）年）

４．勤続年数を計算する場合に（ヨ．　　）年未満の端数がある時は，（タ．　　）年とする。

給 　 与 １
２ 収 入 金 額 １ 20 70

一 　 時 退職所得控除額 800 80 一 時 恩 給 ５
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第２章 所得の内容と所得計算方法

問題 050（33ページ）「2. 給与所得の金額の計算」の解答欄⑶〜⑸を下記
のとおり訂正いたします。

問題 050（33ページ）「2. 給与所得の金額の計算」の解答欄⑶〜⑸を下記
のとおり訂正いたします。
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⑷　青色専従者給与　　 3,080,000円

⑸　貸倒引当金繰入　　 2,850,000円 × 55
1000 ＝ 156,750円

⑹　必要経費合計　　⑴＋⑵＋⑶＋⑷＋⑸＝ 58,373,125円

３．事業所得の金額

65,380,000円 － 58,373,125円 － 650,000円 ＝ 6,356,875円

046 イ 給 料 ロ 賞 与 ハ 100,000 ニ 出 張 旅 費

047 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９

048 　１．収 入 金 額　 2,500,000円 ＋ 900,000円 ＝ 3,400,000円

２．給与所得控除額　 720,000円 ＋（ 3,400,000円 － 1,800,000円 ）× 0．3

　　　　　　　　　　＝ 1,200,000円

３．給与所得の金額　 3,400,000円 － 1,200,000円 ＝ 2,200,000円

049 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10

△

050 　１． ア イ ウ エ オ カ キ ク ケ コ

△

２．給与所得の金額の計算
⑴　収入金額

4,176,000円 ＋ 331,000円 ＋ 216,000円 ＋ 180,000円 　　　　　

＋ 120,000円 ＋ 1,392,000円 ＝ 6,415,000円

⑵　給与所得控除額

1,260,000円 ＋（ 6,415,000円 － 3,600,000円 ）× 20　％

＝ 1,823,000円 　

⑶　特定支出控除額　 950,000円 ＞（ 1,823,000円 × 1
2 ＝ 911,500円 ）

　　　　　　　　　　∴ 950,000円 － 911,500円 ＝ 38,500円

⑷　給与所得の金額　

6,415,000円 － 1,823,000円 － 38,500円 ＝ 4,553,500円

9

⑷　青色専従者給与　　 3,080,000円

⑸　貸倒引当金繰入　　 2,850,000円 × 55
1000 ＝ 156,750円

⑹　必要経費合計　　⑴＋⑵＋⑶＋⑷＋⑸＝ 58,373,125円

３．事業所得の金額

65,380,000円 － 58,373,125円 － 650,000円 ＝ 6,356,875円

046 イ 給 料 ロ 賞 与 ハ 100,000 ニ 出 張 旅 費

047 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９

048 　１．収 入 金 額　 2,500,000円 ＋ 900,000円 ＝ 3,400,000円

２．給与所得控除額　 720,000円 ＋（ 3,400,000円 － 1,800,000円 ）× 0．3

　　　　　　　　　　＝ 1,200,000円

３．給与所得の金額　 3,400,000円 － 1,200,000円 ＝ 2,200,000円

049 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10

△

050 　１． ア イ ウ エ オ カ キ ク ケ コ

△

２．給与所得の金額の計算
⑴　収入金額

4,176,000円 ＋ 331,000円 ＋ 216,000円 ＋ 180,000円 　　　　　

＋ 120,000円 ＋ 1,392,000円 ＝ 6,415,000円

⑵　給与所得控除額

1,260,000円 ＋（ 6,415,000円 － 3,600,000円 ）× 20　％

＝ 1,823,000円 　

⑶　特定支出控除額　 950,000円 ＞（ 1,823,000円 × 1
2 ＝ 911,500円 ）

　　　　　　　　　　∴ 950,000円 － 911,500円 ＝ 38,500円

⑷　給与所得の金額　

6,415,000円 － 1,823,000円 － 38,500円 ＝ 4,553,500円

お詫びと訂正 お詫びと訂正
　いつも英光社の問題集を御利用いただき、誠にありがとうございます。
　2013年5月1日発行の『所得税法問題集』本文・解答の一部に間違いがあり
ました。謹んで深くお詫び申し上げます。
　今後はこのようなミスがないように努める所存ですので、変わらぬ御愛
顧の程、何とぞよろしくお願い申し上げます。

株式会社　英光社

　いつも英光社の問題集を御利用いただき、誠にありがとうございます。
　2013年5月1日発行の『所得税法問題集』本文・解答の一部に間違いがあり
ました。謹んで深くお詫び申し上げます。
　今後はこのようなミスがないように努める所存ですので、変わらぬ御愛
顧の程、何とぞよろしくお願い申し上げます。

株式会社　英光社

72

101 　次の資料により，申告納税額を計算しなさい。なお，復興特別所得税は考慮しないものとする。
２級

＜資　料＞
①　総所得金額　　　　　　　　　　　8,651,575円
②　長期譲渡所得金額　　　　　　　　3,300,000円
③　所得控除合計　　　　　　　　　　3,76９,000円
④　配当所得の金額　　　　　　　　　　240,500円
⑤　源泉徴収税額　　　　　　　　　 　　62,500円
⑥　税額速算表　

課税される所得金額 税　率 控　除　額

1,000円から 1,９4９,000円まで
1,９50,000円から 3,2９９,000円まで
3,300,000円から 6,９4９,000円まで
6,９50,000円から 8,９９９,000円まで
９,000,000円から 17,９９９,000円まで
18,000,000円から

5%
10%
20%
23%
33%
40%

　

９7,500円
427,500円
636,000円
1,536,000円
2,7９6,000円

●課税所得金額の計算

区　 　分 金　 　額 計　　　算　　　過　　　程

課税総所得金額 円 円 － 円 ＝ 円

（1,000円未満切捨）

課税長期譲渡
所 得 金 額 円 （1,000円未満切捨）

合 計 円 （1,000円未満切捨）

●納付税額の計算

区　 　分 金　 　額 計　　　算　　　過　　　程

課税総所得金額
に対する税額 円 円 × ％ － 円

＝ 円

課税長期譲渡所得
金額に対する税額 円 円 × ％ ＝ 円

算 出 税 額 ① 円

配 当 控 除 ② 円 円 × ％ ＝ 円

差引所得税額 ③ 円 ① 円 － ② 円 ＝ 円

源泉徴収税額 ④ 円

申告納付税額 ⑤ 円
③ 円 － ④ 円 ＝ 円

（100円未満切捨）
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問題 101（72ページ）， 102（73ページ）， 103（74ページ）の「税額速
算表」を下記のとおり訂正いたします。

問題 101（72ページ）， 102（73ページ）， 103（74ページ）の「税額速
算表」を下記のとおり訂正いたします。

解答 050（9ページ）「2. 給与所得の金額の計算」の⑶〜⑸を下記のとおり
訂正いたします。

解答 050（9ページ）「2. 給与所得の金額の計算」の⑶〜⑸を下記のとおり
訂正いたします。


